
規 則

公営企業管理規程

�愛媛県規則第４０号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（収納できる小切手等の支払地）

第２７条 令第１５６条第１項第１号に規定する小切手等の支払地は、当

該小切手等を受領する会計管理者等の所在する市町村の区域（東

京都にあつては、特別区の存する区域）及びその他の区域であつ

て指定金融機関等において広域交換の方法により収納できる区域

とする。

（収納できる小切手 の支払地）

第２７条 令第１５６条第１項第１号に規定する小切手 の支払地は、当

該小切手 を受領する会計管理者等の所在する市町村の区域（東

京都にあつては、特別区の存する区域）及びその他の区域であつ

て指定金融機関等において広域交換の方法により収納できる区域

とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第８号
愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成１９年１０月１日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（収納できる小切手等の支払地）

第２７条 令第２１条の３第１項第１号に規定する小切手等の支払地

は、当該小切手等を受領する企業出納員又は現金取扱員の所在す

る市町村の区域とする。

（収納できる小切手 の支払地）

第２７条 令第２１条の３第１項第１号に規定する小切手 の支払地

は、当該小切手 を受領する企業出納員又は現金取扱員の所在す

る市町村の区域とする。

附 則

この管理規程は、公布の日から施行する。
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